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バ
ナ
ー
広
告
を

バ
ナ
ー
広
告
を

掲
載
し
ま
せ
ん
か

掲
載
し
ま
せ
ん
か

問

　広
報
課（
☎
（27）
２
７
１
１
）

　
市
HP
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
、
バ
ナ
ー
形

式
の
広
告
を
掲
載
す
る
広
告
主
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
掲
載
を
希
望
す
る
場
合
は
、 

申
込
書
な
ど
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

関
係
書
類
を
添
え
て
直
接
ま
た
は
郵
送
で

広
報
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書

な
ど
は
市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。
掲
載
料
や
広
告
の

規
格
な
ど
の
詳
細
は
市

HP
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

宛
先
　〒
３
７
２
ー
８
５
０
１
　（
住
所

不
要
）　
市
役
所
広
報
課
　

▲令和６年度のトップページのページビュー数は年間約
105万回

問

　資
産
税
課　
●
土
地（
☎
（27）
２
７
２
０
）

　
　
　
　
　
　
　
●
家
屋
・
償
却
資
産（
☎
（27）
２
７
２
１
）

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日
を
基
準

日
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
税
額
を
正
し

く
算
定
す
る
た
め
、
令
和
８
年
１
月
１
日

時
点
で
住
宅
を
建
て
替
え
中
の
人
や
、
令

和
７
年
中
に
建
物
を
取
り
壊
し
た
人
、
令

和
８
年
１
月
１
日
時
点
で
市
内
に
事
業
用

の
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
法
人
・
個

人
は
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

住
宅
を
建
て
替
え
中
の
人

　
令
和
８
年
１
月
１
日
時
点
で
、
住
宅
を

建
て
替
え
中
の
敷
地
で
次
の
全
て
の
要
件

を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
建
物
が
完

成
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
申
告
に
よ
り

引
き
続
き
住
宅
用
地
の
特
例
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

●
令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
、
敷
地
が
住

宅
用
地
だ
っ
た

●
令
和
７
年
中
に
住
宅
の
建
設
に
着
手
し
、

令
和
８
年
12
月
31
日
ま
で
に
完
成
す
る

●
住
宅
の
建
て
替
え
が
同
一
の
敷
地
内
で

行
わ
れ
て
い
る

●
令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
と
令
和
８
年

１
月
１
日
時
点
の
土
地
の
所
有
者
が
同
じ

●
令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
と
建
築
中
の

住
宅
の
所
有
者
が
同
じ
ま
た
は
そ
の
親
族

申
告
期
限

　令
和
８
年
２
月
２
日（
月
）

用
意
す
る
物

　建
築
確
認
済
証
お
よ
び
建

築
確
認
申
請
書
の
写
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
ま
た
は
法
人
番
号
）が
分
か
る

物建
物
を
取
り
壊
し
た
人

　
令
和
７
年
１
月
２
日
か
ら
令
和
８
年
１

月
１
日
ま
で
に
、
建
物
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
取
り
壊
し
た
人
、
取
り
壊
す
予
定
の

人
は
、
資
産
税
課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
を
持
っ
て
い
る
人

　
会
社
や
個
人
で
工
場
や
商
店
な
ど
を
経

営
し
て
い
る
人
や
駐
車
場
や
ア
パ
ー
ト
を

貸
し
付
け
て
い
る
人
が
、
そ
の
事
業
の
た

め
に
用
い
て
い
る
有
形
資
産
を
償
却
資
産

と
い
い
、
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

市
内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
法
人
・
個
人
は
、
必
ず
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
告
書
は
資
産
税
課
に
あ
り
ま
す
。
市

HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
告
期
限
　令
和
８
年
２
月
２
日（
月
）

※
法
定
の
期
限
は
令
和
８
年
２
月
２
日（
月
）

で
す
が
、
事
務
処
理
上
、
令
和
８
年
１
月

23
日（
金
）ま
で
の
提
出
に
協
力
し
て
く
だ

さ
い

【
主
な
償
却
資
産
の
例
】

　
次
の
よ
う
な
事
業
の
た
め
に
用
い
る
資

産
な
ど
で
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
る

か
市
HP
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
構
築
物（
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
、

看
板
、
広
告
塔
、
門
、
塀
、
駐
車
場
舗
装

な
ど
）

●
機
械
・
装
置（
旋
盤
、
プ
レ
ス
機
、
太

陽
光
発
電
装
置
な
ど
）

●
工
具
・
器
具
・
備
品（
応
接
セ
ッ
ト
、

陳
列
棚
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
）

土
地
・
建
物
・
償
却
資
産
の
申
告
を
忘
れ
ず
に

土
地
・
建
物
・
償
却
資
産
の
申
告
を
忘
れ
ず
に

住宅用地の特例（専用住宅の例）

※床面積の10倍までの敷地に特例措置が適用され
ます

区分 面積 軽減率
固
定
資
産
税

小規模
住宅用地 200㎡まで 評価額の

６分の１
一般
住宅用地

200㎡を
超える部分

評価額の
３分の１

都
市
計
画
税

小規模
住宅用地 200㎡まで 評価額の

３分の１
一般
住宅用地

200㎡を
超える部分

評価額の
３分の２

▲市HＰ

▲市HＰ

ニ
ュ
ー
イ
ヤ
ー
駅
伝
２
０
２
６

ニ
ュ
ー
イ
ヤ
ー
駅
伝
２
０
２
６  

inin  

ぐ
ん
ま

ぐ
ん
ま

沿
道
か
ら
声
援
を
送
ろ
う
！

沿
道
か
ら
声
援
を
送
ろ
う
！

問

　ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎
（27）
２
７
４
７
）

　
群
馬
の
新
春
を
飾
る
ニ
ュ
ー
イ
ヤ
ー
駅

伝（
全
日
本
実
業
団
対
抗
駅
伝
競
走
大
会
）

が
開
催
さ
れ
ま
す
。
伊
勢
崎
中
継
所
で
は

和
太
鼓
演
奏
が
花
を
添
え
、
大
会
を
盛
り

上
げ
ま
す
。
開
催
に
伴
い
交
通
規
制
を
実

施
し
ま
す
。
詳
し
く
は
市
HP
を
確
認
し
て

問

　広
報
課（
☎
（27）
２
７
１
１
）

　
令
和
８
年
４
月
か
ら
、
市
の
事
業
に
対

す
る
認
知
度
の
向
上
を
図
る
た
め
、
い
せ

さ
き
広
報
協
力
店
事
業
を
開
始
し
ま
す
。

事
業
の
開
始
に
伴
い
、
市
が
送
付
す
る
広

報
い
せ
さ
き
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
チ
ラ
シ

な
ど
の
広
報
物
の
設
置
・
掲
示
に
協
力
で

き
る
、
市
内
で
営
業
す
る
事
業
所
や
店
舗

を
募
集
し
ま
す
。
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

い
せ
さ
き
広
報
協
力
店
の 

 

活
動
内
容
と
申
請
の
流
れ

【
活
動
内
容
】

　
毎
月
送
付
さ
れ
る
広
報
い
せ
さ
き
な
ど

の
広
報
物
を
、
市
が
送
付
す
る
カ
タ
ロ
グ

ケ
ー
ス
に
入
れ
、
事
業
所
や
店
舗
の
見
や

す
い
場
所
に
設
置
し
て
も
ら
い
ま
す
。

【
申
請
の
流
れ
】

❶
申
請
＝
申
請
書
を
提
出

❷
認
定
＝
市
か
ら
認
定
決
定
通
知
書
と
認

定
ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼
付
し
た
カ
タ
ロ
グ
ケ

ー
ス
を
送
付

❸
公
表
＝
事
業
所
の
情
報
を
市
HP
な
ど
で

公
開 い

せ
さ
き
広
報
協
力
店
を
募
集
し
ま
す

い
せ
さ
き
広
報
協
力
店
を
募
集
し
ま
す

く
だ
さ
い
。

時

　令
和
８
年
１
月
１
日（
祝
）

交
通
規
制
予
定
時
間

　左
図
の
と
お
り

※
通
過
予
定
時
刻

の
15
分
前
か
ら
約

45
分
間

イ
ン

認
定
を
受
け
た
事
業
所
を 

 

広
報
い
せ
さ
き
で
紹
介
し
ま
す

　
次
の
期
間
に
申
請
を
行
い
、
認
定
を
受

け
た
事
業
所
や
店
舗
な
ど
の
情
報
は
、
本

紙
令
和
８
年
４
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。

申
請
期
間

　令
和
８
年
２
月
27
日（
金
）ま

で（
必
着
）

※
申
請
期
間
以
降
も
随
時
申
請
を
受
け
付

け
ま
す
。
申
請
期
間
以
降
に
申
請
を
し
た

事
業
所
や
店
舗
の
情
報
は
、
市
HP
に
の
み

掲
載
し
ま
す

対

　市
内
で
営
業
す
る
事
業
所
な
ど

申

　申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

直
接
ま
た
は
郵
送
・
メ
ー
ル
で
広
報
課
へ

※
申
請
書
は
広
報
課
に
あ
り
ま
す
。
市
HP

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

宛
先

　〒
３
７
２
ー
８
５
０
１
　（
住
所

不
要
）　
市
役
所
広
報
課
、

kouhou@
c

ity.isesaki.lg.jp

い
せ
さ
き

広
報
協
力
店

▲市HＰ

▲市HＰ




